
人権問題処理体制 令和7年4月1日

総合相談員
（部局窓口）

当該部局長

委員：

　（以下，状況に応じて）

所掌事項等は別に定める

相談者
（学生・職員等）

総合相談部門
専任教員

（全学窓口）

人権委員会（14名）

業務： 人権擁護に関する総括
委員長： 副学長（労務担当）

キャンパスライフ健康支援センター長
各学部　各1名
病院（事務系除く）　1名
事務系職員から5名
その他委員長が必要と認めた者

【必要に応じて設置】
専門委員会

懲戒処分

学長

人権調査委員会（6名）

業務：・事実関係調査
・結果報告書の作成
・要因分析・対応策等の提言

委員：　学内有識者6名

教育研究評議会
又は懲戒委員会

（審査）

学長
（役員会の意向聴取）

連携
和解・仲裁等

①人権問題相談

②申立

③人権調査委員会

設置の勧告

④設置

⑤調査報告

*調査結果

・措置等説明

⑦報告

⑥ (状況に応じて)

付託又は設置

⑧決定

⑤調査報告

人権委員会から

対応依頼部局対応

及び結果

報告
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